
応募期限：令和２年６月１６日（火）

ＷＥＢ上の申込フォーム（https://form.run/@kyotodmo-insyoku）にアクセスの上、ご登録をお願

いします。入力に不備がある場合は、特設サイトに掲載されない可能性があります。

また、掲載までに時間を要する場合があります。登録次第、随時手続きを始めますので、登録時期に

よっては、キャンペーン開始後の参加となる場合があります。

＜申込に関するお問い合わせ＞

キャンペーン事務局（株式会社どこいこ内）

075-257-3236（平日 午前9時～午後5時）

緊急事態宣言は解除されましたが、当面の間は、広域移動の自粛が一定程度求められています。

京都府内において安心安全に外出できる時期を捉え、京都市民の皆様による、市内の飲食店や宿泊

施設のご利用を促し、京都経済の回復に取り組みます！

京都市民向けに、特別プラン(メニューやサービス)をご提供いただける飲食店を募集します。

キャンペーンに参加いただくと

▶ 特設ウェブサイトに飲食店の情報を掲載してＰＲを展開します！

▶ 市民向けのプレゼント抽選券（伝統産業製品、市内産食材など豪華なプレゼント多数）をお渡し

します。誘客促進にご活用ください！

④市民向け特別プランの利用

④市民向け特別プランを提供
④利用者にプレゼント抽選券を配布

⑥（当選の場合）
プレゼントを送付京都市

観光協会

〈京都市民〉〈飲食店〉

特設
ウェブサイト

②特設ウェブサイトへの情報掲載
②配布用のプレゼント抽選券をお渡し

①参加申請

③特設ウェブ
サイト閲覧

キャンペーンに参加いただける飲食店を大募集！

応募・申込方法

ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ
概 要

実施期間：令和２年６月中下旬から３箇月程度
※ 新型コロナウイルスの感染状況等により、実施期間を変更する可能性があります。

QRコードからもアクセス可能です

※ＷＥＢ上での申込が難しい場合は、

下記の事務局までご相談ください。

市内の飲食店・宿泊施設の利用促進キャンペーン(仮)

飲食店用

⑤プレゼント抽選

【主催】京都市、公益社団法人京都市観光協会

【協力】公益財団法人京都文化交流コンベンションビューロー
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① 食材や設え等に京都の魅力を感じられる、市民向けの新たな特別プラン（昼食又は夕食）

を提供すること

応募資格

主な参加条件

【特別プランのイメージ】

・ 鱧や鮎など季節にこだわった特別メニュー

・ 京都肉や京野菜等、京都の食材を使用した特別メニュー

・ 日本庭園を望む個室や涼を楽しめる川床席のご用意

・ 舞妓による舞を楽しめるプランのご用意

ご提供の価格(１人前、税・サービス料込み)は、次の10パターンです。

① 2,500円 ② 3,500円 ③ 5,000円 ④ 7,500円 ⑤10,000円 ⑥12,000円 ⑦15,000円

⑧20,000円 ⑨25,000円 ⑩30,000円

※ 一度設定された価格は、キャンペーン期間中に変更することはできません。

※ 昼食のみ、夕食のみでの参加も可能です。朝食やデザートのみの参加はできません。

※ ドリンク付き特別プランの場合は１ドリンクまで。

③ 特設ウェブサイト等への掲載に必要な情報や画像を提供すること

② 新型コロナウイルスの感染防止対策を徹底すること

・ 一般社団法人日本フードサービス協会発行の「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処

方針（改正）に基づく外食業の事業継続のためのガイドライン」をよく読み、店内における

可能な限りの対策を講じること

・ 京都市観光協会が6月10日に配信予定の「飲食店における新型コロナウイルス感染症対策・

オンライン研修」を受講すること

・ 京都市が配信中の「京都市新型コロナあんしん追跡サービス」を可能な限り導入すること

・ 申込フォームにおいて、キャンペーンＷＥＢサイトやチラシ等への掲載に必要な情報や画像

を提供いただきます。

④ 市民への抽選券の配布やキャンペーンのＰＲ等に協力すること

・ 市民向けの特別プランを利用された方に、抽選券を配布いただきます。

・ キャンペーン終了後には、抽選券配布枚数の報告をしていただきます。残った抽選券は後日

返却をお願いします。

⑤ 定期的に実績を報告すること

・ キャンペーン期間中はメールまたはFAXにて、提供メニューの集客数・売上額を毎週ご報告

いただきます。

京都ならではの素材や店の名物を
取り入れるなどして、既存のメ
ニューとは異なるよう構成をお考
え下さい。
お得な価格でコースをご提供いた
だくのも選択肢のひとつです。
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➢ 市内で飲食店営業を営むもの（キャバレー・ナイトクラブ等を除く）

➢ 次に該当する者は対象としない。

◼ 京都市暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は暴力団密接関係者

◼ 当協会の公益法人としての社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者


